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不服申立て事案答申第 235 号 

不服申立て事案諮問第 261 号 

件名： 証拠物件保存簿の一部開示決定に関する件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 審査請求人に係る別記に掲げる保

有個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） の一部開示決定において、 同表の 3

欄に掲げる部分を 不開示と し たこ と は妥当である。  

 

２  審査請求の内容  

( 1)  審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、 廃止前の愛知県個人情報保護条例（ 平成 16 年愛知県条例

第 66 号。以下「 条例」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 5 年 3 月 29 日付けで行っ

た自己情報開示請求に対し 、 処分庁が同年 4 月 12 日付けで行っ た一部開示決定の取

り 消し を 求めると いう も のである。  

( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

処分庁の弁明書における主張は、 おおむね次のと おり である。  

  ( 1)  本件処分の内容及び理由 

   ア 事実経過 

    ( ｱ)  本件処分に先立つ行政文書開示請求 

      a 行政文書開示請求の受理 

       審査請求人は令和 4 年 12 月 20 日に A 警察署の情報公開窓口において、 行

政文書の名称その他開示請求に係る 行政文書を 特定する に足り る 事項欄に、

行政文書のフ ァ イ ル名が 

      ①平成 25 年証拠物件の保存 

      ②令和 4 年課示等原議簿（ 1 種、 5 種）  

      ③令和 4 年公安委員会総括 

      A 警察署の①は交通課（ 以下、「 請求内容①と いう 。）、 ②は各課（ 以下「 請

求内容②」 と いう 。）、 ③は警務課（ 以下「 請求内容③」 と いう 。） で保管のも

のと 記載さ れた行政文書開示請求書の受付を求め、A警察署警務課住民サービ

ス係員はこ れを受理し た。  
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      b 行政文書開示決定期間の延長 

      処分庁は、 当該開示請求の同時期に開示請求が集中し たこ と 及び開示請求

に係る行政文書の量が多く 、 開示請求があっ た日から 起算し て 45 日以内にそ

のすべてについて開示決定等するこ と で、 事務の遂行に著し い支障が生ずる

おそれがあるため、 情報公開条例第 13 条に規定する開示決定等の期限の特例

に該当する と 判断し 、 審査請求人に対し 、 当該開示請求に係る 行政文書のう

ち相当の部分につき 開示決定等をする期間を令和 5 年 2 月 2 日までと し 、 残

り の行政文書について開示決定等を する期限を 同年 5 月 31 日までと する決定

期間特例通知書（ 令和 4 年 12 月 27 付け務住第 4553 号） により 通知し た。  

      c 請求内容①に係る行政文書一部開示決定 

      処分庁は、 請求内容①の対象文書について調査し た結果、 証拠物件保存簿

（ 番号が平成 24 年第 10 号、 同年第 47 号、 平成 28 年第 50 号、 平成 30 年第

44 号、 平成 31 年第 21 号、 令和元年第 48 号及び令和 3 年第 39 号のも の） と

特定し たこ と から 、 令和 5 年 2 月 24 日付けで行政文書一部開示決定（ 交捜発

第 654 号） を し た。  

      当該一部開示決定し た証拠物件保存簿のう ち、 番号が平成 24 年第 10 号及

び同年第 47 号のも のが、 本件審査請求の対象と 同一文書である。  

      平成 24 年第 10 号及び第 47 号について、 不開示と し た部分は、  

・ 警部補及び同相当職以下の警察職員の印影（ 情報公開条例第 7 条第 2 号に

該当）  

・ 証拠物件の品名、 数量及び点数が分かる部分（ 情報公開条例第 7 条第 4 号

に該当）  

・ 所有者又は差出人の住居及び氏名が分かる部分（ 情報公開条例第 7 条第 2

号に該当）  

・ 証拠物件の保管場所が分かる部分（ 情報公開条例第 7 条第 4 号に該当）  

である。  

      「 警部補及び同相当職以下の警察職員の印影」 について、 情報公開条例第 7

条第 2 号ただし 書ハでは、 公務員に係る情報がその職務の遂行に係る情報で

あると き は、 当該情報のう ち、 当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行

の内容に係る部分は開示するこ と と さ れ、 更に例外と し て、 当該公務員が規

則で定める 職にある 警察職員である 場合にあっ ては、 当該公務員の氏名に係

る部分を除く と さ れている。  

      また、 氏名を 不開示と する警察職員の範囲は知事が管理する 行政文書の開

示等に関する規則（ 平成 12 年愛知県規則第 29 号） 第 3 条の 2 において、「 警

部補以下の階級にある 警察官を も っ て充てる 職及びこ れに相当する 職」 と さ

れている。  
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      そし て、 当該決定において不開示と し た部分は、 証拠物件保存簿の一時保

管取扱責任者印、 本保管取扱責任者印及び払出し 年月日欄の記載事項の訂正

印と し て押印さ れた警部補以下の階級にある 警察官の印影である こ と から 情

報公開条例第 7 条第 2 号ただし 書ハに規定さ れる不開示情報に該当するこ と

から 不開示と し たも のである。  

      「 証拠物件の品名、 数量及び点数が分かる部分」 及び「 証拠物件の保管場

所が分かる部分」 について、 情報公開条例第 7 条第 4 号では、 公にするこ と

により 、 犯罪の予防、 鎮圧又は捜査、 公訴の維持、 刑の執行その他の公共の

安全と 秩序の維持に支障を 及ぼすおそれがあると 実施機関が認める こ と につ

き 相当の理由がある情報は不開示と するこ と が定めら れている。  

      そし て、 当該決定において不開示と し た部分は、 証拠物件保存簿の証拠物

件欄の記載内容及び保管場所欄の記載内容であり 、 特定の事件の証拠物件の

品名、 数量、 点数及び保管場所の詳細が記載さ れている こ と から 、 情報公開

条例第 7 条第 4 号に規定さ れる不開示情報に該当するこ と から 不開示と し た

も のである。  

      「 所有者又は差出人の住居及び氏名が分かる 部分」 について、 情報公開条

例第 7 条第 2 号では、個人に関する情報であっ て、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により 特定の個人を 識別する こ と ができ る も の又は

特定の個人を 識別する こ と はでき ないが、 公にするこ と によ り 、 なお個人の

権利利益を 害するおそれのあるも のは不開示と するこ と が定めら れている。  

      そし て、 当該決定において不開示と し た部分は、 証拠物件保存簿の所有者

又は差出人の住居及び氏名欄の記載内容であり 、 情報公開条例第 7 条第 2 号

に該当するこ と から 不開示と し たも のである。  

      尚、請求内容②については、令和 5 年 5 月 9 日付けで行政文書開示決定（ 務

警発第 6312 号） 及び行政文書一部開示決定（ 務警発第 6313 号） をし ており 、

請求内容③についても 、 令和 5 年 1 月 26 日付けで行政文書一部開示決定（ 総

務発第 254 号） を し ている。  

   ( ｲ)  保有個人情報開示請求の受理 

審査請求人は令和 5 年 3 月 29 日に A警察署の個人情報窓口において、 番号が

平成 24 年第 10 号及び同年第 47 号の証拠物件保存簿の開示を求める自己情報開

示請求書を提出し たこ と から 、 処分庁は、 こ れを 受理し た。  

なお、 当該請求書の開示請求を する 保有個人情報の内容欄には、 証拠物件保

存簿（ 平成 24 年第 10 号・ 第 47 号） 請求日現在愛知県 A警察署交通課で保管す

るも のと 記載さ れている。  

( ｳ)  本件処分 

本件保有個人情報は、 審査請求人の実母に関係する自動車運転過失致死事件
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の捜査において押収さ れた、 証拠物件の適正な管理を 図る ために作成さ れた証

拠物件保存簿である。  

処分庁は、 本件保有個人情報のう ち、 条例第 17 条第 2 号、 第 6 号及び第 8 号

に規定さ れる不開示情報を 除いた部分を開示する決定を し 、本件決定通知書（ 令

和 5 年 4 月 12 日付け交捜発第 1541 号） により 審査請求人に通知し た。  

    イ  本件処分の理由 

   ( ｱ)  本件処分については、 開示請求に係る保有個人情報の一部を 開示する決定で

あり 、 開示し ないこ と と し た部分については、 本件決定通知書に記載さ れてい

ると おり 、  

・ 警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る部分（ 条例第 17 条第 2 号に該

当）  

・ 犯罪捜査等に関する情報が記載さ れた部分（ 条例第 17 条第 6 号及び第 8 号に

該当）  

である。  

     a 警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る部分 

           条例第 17 条第 2 号ただし 書ハでは、 公務員に係る情報がその職務の遂行に

係る情報である と き は、 当該個人情報のう ち 、 当該公務員の職及び氏名並び

に当該職務遂行の内容に係る部分は開示する こ と と さ れ、 例外と し て、 当該

公務員が規則で定める 職にある 警察職員である場合にあっ ては、 当該公務員

の氏名に係る部分を除く と さ れている。  

           また、 氏名を 不開示と する 警察職員の範囲は、 知事の保有する 個人情報の

保護等に関する規則（ 平成 17 年愛知県規則第 10 号） 第 8 条において、「 警部

補以下の階級にある 警察官を も っ て充てる職及びこ れに相当する 職」 と 規定

さ れている。  

          そし て、 本件処分において不開示と し た部分は、 証拠物件保存簿の一時保

管取扱責任者印、 本保管取扱責任者印及び払出し 年月日欄の記載事項の訂正

印と し て押印さ れた警部補以下の階級にある警察官の印影であり 、 条例第 17

条第 2 号ただし 書ハに規定さ れる不開示情報に該当するこ と から 不開示と し

たも のである。  

      b 犯罪捜査等に関する情報が記載さ れた部分 

          条例第 17 条第 6 号は、 公共の安全と 秩序の維持を確保するため、 開示する

こ と により 、 犯罪の予防、 鎮圧又は捜査、 公訴の維持、 刑の執行その他の公

共の安全と 秩序の維持に支障を 及ぼすおそれがあると 実施機関が認めるにつ

き 相当の理由がある 情報が記録さ れている保有個人情報は、 不開示と する こ

と を定めたも のである。  

          また、 同条第 8 号は、 県の機関又は国、 独立行政法人等、 他の地方公共団
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体若し く は地方独立行政法人が行う 事務事業は、 公益に適合する よ う 適正に

遂行さ れる も のである が、 こ れら の事務事業に関する 情報の中には、 開示す

る こ と によ り 、 当該事務事業の性質上、 その適正な遂行に支障を 及ぼすおそ

れがあるも のが含まれる ため、 こ れら の情報が記録さ れた保有個人情報は不

開示と するこ と を 定めたも のである。  

         そし て、 本件処分において不開示と し た部分については、 証拠物件保存簿

の保管場所欄の記載事項・ 備考欄の記載事項であり 、証拠物件の適正な保管、

管理に関する事項である。  

      刑事訴訟法（ 昭和 23 年法律第 131 号） 第 317 条に、「 事実の認定は、 証拠

による 」 と する 証拠裁判主義が明示さ れていると おり 、 証拠は犯罪捜査、 公

判維持に重要な役割を 果たすこ と は言う までも ない。  

         警察が犯罪捜査を 行う に当たり 、 捜査の進展の各段階において、 証拠物件

の押収、 保管、 貸出し 及び払出し の手続がと ら れると こ ろ 、 その手続は適正

に行われる 必要があり 、 紛失、 滅失、 変質、 破損等などで証拠価値が失われ

る こ と があれば、 当然に犯罪捜査や公判の維持に重大な影響を 及ぼすおそれ

が認めら れる。  

         本件処分の不開示部分については、 特定の証拠物件の具体的な保管場所や

管理状態の情報が記載さ れており 、 こ れら を 開示する こ と は、 犯罪の予防、

鎮圧又は捜査、 公訴の維持、 刑の執行その他の公共の安全と 秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがあると 認めら れ、 当該部分については、 条例第 17 条第 6

号に規定さ れる 不開示情報である犯罪捜査等情報に該当する と 判断し たと こ

ろ である。  

         また、 条例第 17 条第 8 号において、 不開示情報である行政運営情報が規定

さ れている と こ ろ 、 同号では容易に想定さ れるも のが例示さ れている が、 例

示以外にも 、 個別の事務事業の性質上、 その適正な遂行に支障を 及ぼすおそ

れがある場合には、 同号に該当すると さ れている。  

         本件処分において不開示と し た証拠物件の保管場所に係る 詳細情報につい

ては、 警察業務を 遂行する 拠点である警察署のセキュ リ ティ に関する 情報で

あり 、 こ れら を 開示する こ と は、 警察業務の適正かつ円滑な遂行に支障を 及

ぼすおそれがあると 認めら れ、 当該部分については、 当然に条例第 17 条第 8

号に規定さ れる 不開示情報である行政運営情報にも 該当する と 判断し たと こ

ろ である。  

   ( ｲ)  こ のよう に、 本件処分については、 条例第 17 条第 2 号、 第 6 号及び第 8 号に

規定さ れる不開示情報を 除いた部分について開示し たも のであり 、 法律の規定

に基づく 適正な処分である。  

( 2)  審査請求人の主張の失当性 
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審査請求人は、 本件保有個人情報のう ち不開示と さ れた部分について、「 行政文

書開示請求を 行っ て、 開示さ れた文書では、 備考欄は開示さ れた。 それなのに、 自

己情報開示請求を 行っ て、 開示さ れた文書では、 備考欄が不開示と さ れた。 よっ て

備考欄の開示さ れた文書の開示を求めます。」 と 主張し ている。  

行政文書開示請求は情報公開条例第 5 条の定めると こ ろ 、 何人も 実施機関に対し

行政文書の開示を 請求するこ と ができ 情報を入手し 得る機会を 保証し ている。  

こ の為、 実施機関は情報公開条例第 7 条各号に列挙さ れた不開示事由に該当する

場合を 除き 、 行政文書を 開示し なければなら ない。  

また、 何人も 開示請求するこ と ができ ると いう 性質上、 開示さ れた行政文書は誰

が請求し ても 同じ 部分が開示さ れ同じ 部分が不開示と なる性質を 持っ ている。  

こ れに対し て、 保有個人情報の開示については、 個人の情報開示なので請求し た

人物によっ て、 不開示と なる部分が判断さ れ、 その結果は開示請求をし た人によっ

て当然にその結果が変わる性質のも のである。  

本件処分においても 、 行政文書開示請求において不開示と し た証拠物件保存簿の

証拠物件欄の記載内容については、 審査請求人を本人と する保有個人情報であると

判断し て、 開示を し ている。  

同証拠物件欄は、 当該事件捜査において押収さ れた証拠物件の品名、 特徴、 数量

の記載がさ れている。  

こ の記載内容は、 証拠物件の管理、 保護の運営上、 極めて重要な事項であり 、 こ

れを開示するこ と により 、 他の記載情報の開示・ 不開示決定の判断に、 影響を 及ぼ

すも のであっ た。  

そし て、 証拠物件欄が開示さ れ、 証拠物件の詳細が特定さ れる状況において、 備

考欄の記載内容を 開示するこ と は、 条例第 17 条第 6 号で不開示と 規定さ れる犯罪

捜査等情報及び同条第 8 号で不開示情報と 規定さ れる行政運営情報に該当すると 判

断さ れたこ と から 、 不開示と し たも のである。  

結果的には、 行政文書で開示さ れた部分が、 本件処分で不開示と なっ たも のであ

るが、 こ れは、 行政文書開示と 保有個人情報開示と が、 それぞれ根拠法令を 別にし

ており 、 個別具体的にそれぞれの案件について各欄を 一つ一つ確認し 、 他の欄の開

示・ 不開示の決定を 踏まえた上、 備考欄につき 不開示に該当するか否かを 判断し た

結果によるも のである。  

よっ て、 本件処分については、 原則開示の理念の基、 具体的に判断し 、 その結果

と し て不開示と 判断し た部分については、 ( 1) イ のと おり 、 条例の規定に基づく 適

正な処分であり 、 審査請求人の主張には理由がなく 、 審査請求人の主張は失当であ

る。  

( 3)  結語 

以上のと おり 、 本件処分は条例の規定に基づく 適正なも のであり 、 本件審査請求
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に係る審査請求人の主張に理由がないこ と は明白であるこ と から 、 本件審査請求は

速やかに棄却さ れるべき である。  

 

４  審議会の判断 

 ( 1)  本件審査請求について 

   本件保有個人情報は、 審査請求人の親族に関係する 事件の捜査において押収さ れ

た証拠物件の適正な管理を 図るために作成さ れた証拠物件保存簿である。  

審査請求人は、 審査請求書において、 犯罪捜査等に関する 情報が記載さ れた部分

のう ち備考欄（ 以下「 備考欄」 と いう 。） の開示を 求めているこ と から 、 備考欄の不

開示情報該当性について以下検討する。  

 ( 2)  条例第 17 条第 6 号該当性について 

処分庁によれば、 備考欄を 開示すると 、 犯罪の予防、 鎮圧又は捜査、 公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と 秩序の維持に支障を 及ぼすおそれがある と のこ と で

ある。  

当審議会において本件保有個人情報を 確認し たと こ ろ 、 証拠物件の品名、 特徴、

数量が記載さ れていた。 さ ら に、 当審議会において備考欄を 見分し たと こ ろ 、 証拠

物件の保管場所や管理状態が記載さ れていた。 証拠物件の品名、 特徴、 数量が開示

さ れ、 証拠物件の詳細が特定さ れる 状況において、 備考欄を 開示すれば、 特定の証

拠物件の保管状況が明ら かになり 、 犯罪の予防、 鎮圧又は捜査等に支障を 及ぼすお

それがあると 処分庁が認めるこ と につき 相当の理由がある も のと 認めら れる ため、

備考欄は、 条例第 17 条第 6 号に該当する。  

なお、 備考欄は、 条例第 17 条第 8 号にも 該当すると し て処分庁は不開示と し てい

るが、 同条第 6 号に該当するこ と から 、 同条第 8 号該当性を論ずるまでも なく 不開

示情報に該当する。  

( 3)  審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は、 当審議会の判断に影響を 及ぼすも のではない。  

 ( 4)  まと め  

   以上により 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  
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別記 

証拠物件保存簿（ 平成 24 年第 10 号・ 第 47 号）  

請求日現在、 愛知県 A警察署交通課で保管するも の 

 

別表 

1 開示し ないこ と と し た部分 
2 開示し な いこ と と し た 根

拠規定 

3 審査請求の対象

と なっ た部分 

 警部補以下の階級にある 警察職

員の氏名に係る部分 
条例第 17 条第 2 号 なし  

犯罪捜査等に関する 情報が記載

さ れた部分 
条例第 17 条第 6 号及び第 8 号 備考欄 
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

5 .  7 . 2 1 諮問（ 弁明書の写し を 添付）  

5 .  8 . 1 5 審査請求人から の反論書の写し を 処分庁から 受理 

6 .  6 .  5 

( 第 238 回審議会)  
処分庁の職員から 不開示理由等を 聴取 

同   日 審議 

6 .  7 . 2 2 

( 第 239 回審議会)  
審議 

6 .  9 . 2 7 答申 

 


